
資料１

【諮問事項】 上尾市国民健康保険税の税率等の改定について 審議まとめ

１ 賦課限度額について

賦課限度額

医療分 ６５万円

支援分 ２０万円

介護分 １７万円

合 計 １０２万円

賦課限度額

医療分 ６５万円

支援分 ２２万円

介護分 １７万円

合 計 １０４万円

増 減

―

＋２万円

―

＋２万円

２ 保険税率の改定について

所得割 均等割

医療分 ６.８％ ２８,０００円

支援分 ２.０％ １１,０００円

介護分 ２.１％ １５,０００円

合 計 １０.９％ ５４,０００円

所得割 均等割

医療分 ６.８％ ３１,０００円

支援分 ２.４％ １３,０００円

介護分 ２.１％ １５,０００円

合 計 １１.３％ ５９,０００円

増 減

― ＋３,０００円

＋０.４％ ＋２,０００円

― ―

＋０.４％ ＋５,０００円

現行（～令和５年度） 改定後（令和６年度～）

現行（～令和５年度） 改定後（令和６年度～）

第１回運営協議会において、審議の結果、法定の賦課限度額に改定することが適当で
あると決した。

第１回、第２回運営協議会において、審議の結果、事務局案１～３に、物価高や低所得
世帯を考慮した案４を追加し、採決の結果、令和６年度の税率を所得割を＋０.４％、均
等割を＋５,０００円とし、令和７年度、令和８年度の３カ年をかけて段階的に改定する
「案４」に決定した。
※採決の結果（出席委員１７名<議長を除く>）

→ 案１：０名 案２：１名 案３：１名 案４：１４名

所得割 均等割

医療分 ▲１.０％ ３１.１％

支援分 ２７.８％ ３２.２％

介護分 １２.１％ １３.５％

合 計 ８.３％ ２７.３％

所得割 均等割

医療分 ▲１.０％ ２３.８％

支援分 １３.４％ １９.９％

介護分 １２.１％ １３.５％

合 計 ５.０％ ２０.５％

令和５年度上尾市標準保険税率との乖離率

現行（～令和５年度） 改定後（令和６年度～）

参 考

増収見込額：約２.２億円

所得割 均等割

医療分 ６.７３％ ４０,６６０円

支援分 ２.７７％ １６,２３２円

介護分 ２.３９％ １７,３５０円

合 計 １１.８９％ ７４,２４２円

所得割 均等割

医療分 ６.８％ ３１,０００円

支援分 ２.４％ １３,０００円

介護分 ２.１％ １５,０００円

合 計 １１.３％ ５９,０００円

所得割 均等割

０.０７％ ▲９,６６０円

▲０.３７％ ▲３,２３２円

▲０.２９％ ▲２,３５０円

▲０.５９％ ▲１５,２４２円

令和５年度上尾市標準保険税率 改定後（令和６年度～） ★標準保険税率との差

◆ 令和７年度以降の課題 ◆

令和７年度・令和８年度で解消が必要
標準保険税率との差（所得割約０.６％、均等割約１５,０００円）を令和
７年度、令和８年度の二段階で解消 ← 令和６年度～審議予定

ケース１：７０歳単身（年金収入１５０
万円）

１１,７００円 → １３,２００円
（＋１,５００円）

ケース２：４５歳単身（給与収入３５０
万円）

２６５,４００円 → ２７８,１００円
（＋１２,７００円）

ケース３：７２歳夫（年金収入２４０万
円）、７０歳妻（年金収入８０万円）

１３８,９００円 → １５０,３００円
（＋１１,４００円）

ケース４：４２歳夫（給与収入３００万
円）、４０歳妻（給与収入５０万円）、３
歳子（収入なし）

２７５,２００円 → ２９１,５００円
（＋１６,３００円）


